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Ⅰ 令和５年度末の手続きスケジュール 

【【6600歳歳以以降降、、引引きき続続きき常常勤勤職職員員ととししてて勤勤務務すするる方方のの事事務務のの流流れれ  一一覧覧】】  

項目 必要な事務 時期 資料掲載 

退職手当関係 手続き必要なし － 

共済組合関係 
手続き必要なし 

組合員証をそのまま使用可 
－ 

互助組合関係 手続き必要なし － 

 
【【退退職職後後、、無無職職又又はは短短時時間間勤勤務務職職員員ととししてて勤勤務務ををすするる方方、、  

私私立立学学校校、、民民間間会会社社等等にに再再就就職職すするる方方のの事事務務のの流流れれ  一一覧覧】】  

項目 必要な事務 時期 資料掲載 

退職手当関係 退職手当の請求書類の提出 
令和５年11月頃 

記入要領等送付 
P.30 

共

済

組

合

関

係 

任意継続に加入

する場合 

（最大２年間） 

 

任意継続組合員申出書の提出 

 

任意継続掛金の納入 

令和６年２月頃に案内

を所属所へ送付 

前前納納割割引引のの適適用用期期限限  

令令和和６６年年３３月月２２９９日日  

※最終期限は令和６年

４月１９日（金）です。 
P.37～38 

P.51～54 

退職届書の提出 

組合員証等の返納（注） 

退職時に所属所を経由

して提出 

任意継続に加入

しない場合 

退職届書の提出 

組合員証等の返納（注） 

退職時に所属所を経由

して提出 

P.37～38 

P.50 

互助組合関係 

次の書類を提出 

退職慰労金・退職特別給付金

請求書 

退職組合員資格取得届 

(or)積立返戻金請求書 

退職前 

令和６年１～３月頃 
P.67～ 

 （注）現在お持ちの組合員証（保険証）等は、資格喪失後は、使用できなくなります。 
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ⅡⅡ  ニニュューーラライイフフププラランン講講習習会会 QQ＆＆AA  

１１  質質問問一一覧覧  

※ 退職手当関係、暫定再任用制度関係、定年前再任用短時間勤務制度関係でご不明な点がある場

合は、所属の管理職、事務担当の方へお尋ねください。  

 
（１）年金関係 

番号 質問内容 

1 
以前の公務員の年金制度であった「共済年金」は、現在どのような制度になっ

ていますか。 

2 
年金を支給年齢より早くもらったら、どのような影響がありますか。 

（繰上げ請求について） 

3 繰下げ請求について知りたい。 

4 年金に所得税はかかりますか。 

5 
民間会社等に勤務していた頃の厚生年金や私学共済の加入期間がありますが、

それらの年金の手続きはどうしたらいいですか。 

6 ６５歳になったらどういう手続きをすればいいですか。 

7 年金の支給開始年齢及びおおよその支給金額を知りたい。 

8 
再就職（再任用フルタイム）した場合、年金の停止はいくらから影響がありま

すか。 

9 給与所得以外に不動産所得がありますが、年金は支給停止になりますか。 

10 
現在、民間の会社に再就職し、厚生年金に加入しています。年金の一部が支給

停止されていますが、退職した場合の年金はどうなりますか。 

11 年金から退職一時金の返還がされていますが、どうしてですか。 

12 住所を変更したい。 

13 年金の源泉徴収票をなくしたので再交付してほしい。 

14 扶養親族等申告書の用紙をなくしたので再交付してほしい。 

15 
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金を受給しています。このた

び配偶者が自身の年金を受給することとなりましたが、どんな手続きが必要で

すか。 

16 扶養親族等申告書の提出が必要な該当者はどのような方ですか。 

17 
Ｑ16 の扶養親族等申告書の提出が必要な方に該当しますが、申告書の提出を忘

れていました。どうすればいいですか。 

18 
扶養親族等申告書の申告内容を誤った、又は年度途中で変更が生じた場合はど

うすればいいですか。 

19 給与所得がありますが、年金でも扶養親族等申告書を提出するのですか。 
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（２）退職後の健康保険制度関係 
番号 質問内容 

20 任意継続組合員制度とは、そもそも何ですか。 

21 
私は組合員期間の合計が３８年間あります。任意継続組合員制度に加入できま

すか。 

22 
再任用フルタイムや臨時的任用職員での勤務が終了した後、引き続き任意継続

組合員制度に加入できますか。 

23 

令和６年３月３１日に退職し、任意継続組合員になる予定です。令和６年５月

１日から令和６年７月３１日までの予定で臨時的任用職員として勤務すること

になった場合、任意継続組合員の手続きは何か必要ですか。 

また、臨時的任用職員の任用終了後、再度、任意継続組合員制度に加入できま

すか。 

24 任意継続組合員制度に加入するうえで注意すべきことは何ですか。 

25 任意継続掛金は、いくらぐらいですか。 

26 任意継続組合員制度は、国民健康保険と比較した場合どういう違いがありますか。 

27 
任意継続組合員制度に加入する場合、被扶養者分の掛金の支払いも必要ですか。

保険証（被扶養者証）は、どうなりますか。 

28 
夫婦とも教職員で同時に退職しますが、任意継続組合員制度はそれぞれ加入が

必要ですか。 

29 
再任用フルタイムや臨時的任用職員や会計年度任用職員の場合、健康保険はど

うなりますか。 

30 再任用短時間（週 20 時間未満勤務）の場合は、健康保険はどうなりますか。 

31 本人や被扶養者が負傷したり、死亡した場合、どのような手続きが必要ですか。 

32 
再任用フルタイムや臨時的任用職員や会計年度任用職員となった場合、共済組

合の人間ドックは何歳まで受けられますか。 

 
（３）互助組合関係 

番号 質問内容 

33 
今年度退職の予定ですが、退職慰労金請求書はいつ頃提出したらよいですか。

また、給付金はいつ頃給付になりますか。 

34 退職慰労金の給付金額はどれくらいでしょうか。 

35 退職時に結婚していなければ、退職特別給付金の該当となるのでしょうか。 

36 大学などへの異動で、組合員でない期間も在会年数にカウントしていいですか。 

37 退職互助部とはどのような制度ですか。 

38 
定年延長に伴い、60 歳以降も現職となりますが、退職互助部の掛金はどうなり

ますか。（60 歳に達した年度末時点で掛金の残額がある場合） 

39 退職時に退職互助部へ加入することはできますか。（現職中は未加入） 
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ⅡⅡ  ニニュューーラライイフフププラランン講講習習会会 QQ＆＆AA  
40 配偶者を退職互助部へ追加加入させることはできますか。 

41 
再任用フルタイム中に新たに退職互助部へ加入することはできますか？また、

配偶者を退職互助部へ追加加入させることはできますか。 

42 退職後、海外に住む予定ですが、退職互助部事業はどうなりますか。 

43 医療補助金の給付状況を知りたい。 

44 互助組合の退職事務で注意すべきことは何ですか。 
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２２  QQ＆＆AA  

 

（１）年金関係 

 

Ａ．平成２７年１０月に年金制度が改正され、共済年金は、厚生年金と統合され、現在「厚生

年金」に一元化されています。 
なお、「公的年金制度」の仕組みは、３階建てになっております。 

新３階  年金払い退職給付（H27.10.1 以降の組合員期間分） 

   旧３階  経過的職域加算部分（H27.9.30 までの組合員期間分） 

   ※３階部分は民間でいう企業年金相当部分です。 

   ２階  厚生年金 

 １階  国民年金（基礎年金） 

例えば、昭和３４年４月２日から昭和３６年４月１日生まれの方は、６４歳の誕生日から、

上記２階と旧３階部分が先に支給され、６５歳から、２階、旧３階部分に加えて、１階の基

礎年金、新３階部分が支給されることになります。（詳細 P.32） 

 

 

Ａ．支給開始年齢前の６０歳以降の希望する年齢から、年金を繰り上げて受給することが

できます。繰上げ受給をした場合は、繰り上げた期間に応じて年金が減額され、減額

は生涯に渡って続きます。繰上げ請求した後は、取り消しや変更はできない、障害の

年金の請求ができないなどいくつかの注意事項がありますのでご注意ください。 

現在、繰上げの減額率は１月あたり 0.4％です。（昭和 37 年 4 月 1 日以前生まれの方

の減額率は 0.5％です。）（資料 P.40～41） 

 

昭和 37 年 4 月 2 日以後生まれの方 

繰上げ期間 ５年 ４年 ３年 ２年 １年 

減額率 ２４％ １９．２％ １４．４％ ９．６％ ４．８％ 

 

昭和 37 年 4 月 1 日以前生まれの方 

繰上げ期間 ５年 ４年 ３年 ２年 １年 

減額率 ３０％ ２４％ １８％ １２％ ６％ 

 
Ａ．６５歳に達したときに老齢厚生年金（経過的職域加算額を含む。２，３階部分）、老齢

基礎年金（１階部分）の請求をしないで、６６歳以降に繰下げ請求を行うことにより、

繰り下げた月数、１月あたり０．７％を増額した額で年金を受け取ることができます。 

  繰下げの上限は７５歳までです。（S27.4.1 以前生まれの方の上限は７０歳までです。） 

Ｑ１．以前の公務員の年金制度であった「共済年金」は、現在どのような制度になって

いますか。 

Ｑ２．年金を支給年齢より早くもらったら、どのような影響がありますか。（繰上げ請求 

について） 

Ｑ３．繰下げ請求について知りたい。 
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  繰下げ待機中は加給年金額を受け取ることができないなど注意事項もありますのでご

注意ください。 

（資料 P.41～42） 

 

昭和 27 年 4 月 2 日以後生まれの方（S27.4.1 以前生まれの方の上限は７０歳までです。） 

請求時の 

年齢(歳) 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

増額率

（％） 
8.4 16.8 25.2 33.6 42.0 50.4 58.8 67.2 75.6 84.0 

 

 
Ａ．一定額以上の年金は課税対象となります。なお、障害年金と遺族年金は、非課税です。所

得税の計算は、年金額から国民健康保険料（後期高齢者医療保険料）や介護保険料など

の社会保険料をはじめとした各種控除を差し引いたうえで税率（所得税率・復興特別所

得税率）を乗じて計算します。 

一定額とは 65 歳未満 ：108 万円以上  

65 歳以上（老齢基礎年金の受給権がある方） ： 80 万円以上 

65 歳以上（老齢基礎年金の受給権がない方） ： 158 万円以上 

所得税 ＝（年金額－社会保険控除、各種控除等）×５．１０５％ 

 

【請求関係】 

 

Ａ．1 枚の請求書で全ての厚生年金が決定されますので、共済組合か年金事務所のどちらか

で、1 枚の請求書を提出すれば大丈夫です。 

 

 
Ａ．65歳から受け取る本来支給の老齢厚生年金や老齢基礎年金の手続きについて、65歳のお誕

生日の２か月前頃に関係書類が送付されますので、それらに基づき手続きしてください。 

 

【支給関係】 

 
Ａ．支給開始年齢は、生年月日に応じて違います。（資料 P.32） 

なお、支給開始時期は、誕生日の前日が属する月の翌月分から開始となり、２か月分

ごとの振込みとなります。（資料 P.38） 

支給額については、希望する方には年金試算書を配付しています。試算希望をしてい

なかった方で、試算書を希望される方は当支部までご連絡ください。 

資料 34 ページに試算書の例を記載していますので、参考にされてください。 

 

Ｑ４．年金に所得税はかかりますか。 

Ｑ５．民間会社等に勤務していた頃の厚生年金や私学共済の加入期間がありますが、そ

れらの年金の手続きはどうしたらいいですか。 

Ｑ６．65 歳になったらどういう手続きをすればいいですか。 

Ｑ７．年金の支給開始年齢及びおおよその支給金額を知りたい。 
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Ａ．賃金と年金（2 階部分）の月額の合計額が「基準額」を超えた場合は、年金（２階部分）

の全部または一部の支給が停止されます。現在、支給停止の基準額は４８万円です。 

また、再任用のフルタイムの場合は、経過的職域加算額（旧３階部分）は全額停止とな

ります。 

なお、再任用短時間（週 20 時間未満勤務）の場合は、年金に停止はかかりません。 

※（資料 P.43～44） 

 

 

Ａ．給与所得以外の所得（事業所得、不動産所得、一時所得など）は支給停止の対象にはな

りません。 

 

Ａ．退職した場合は、資格喪失日の属する月から年金の一部支給停止が解除されます。厚

生年金の資格喪失に伴う手続きは自動的に行われます。（再任用フルタイムの退職の場

合は、手続きが必要です。書類は、退職時に所属所あてに送付します。） 

 
Ａ．退職一時金を受給した期間を老齢厚生年金（退職共済年金）の期間に算入するために、

退職一時金と利子相当額（退職一時金受給日から年金受給権発生日までの利子）を返

還することになっています。この額の返還は、返還額に達するまで各定期支給期の支

給額の 1/2 を上限に控除されます。 

 

【報告・届出関係】 

 
Ａ．住所は、住民基本台帳ネットワークを利用して住所変更が行われるため、原則手続き

は不要です。ただし、反映まで４～５か月程度の時間を要しますので、郵便局での転

送手続きを行うようにお願いします。 

 

 
Ａ．支部又は本部に連絡してください。 

 

 
Ａ．支部又は本部に連絡してください。 

 

Ｑ８．再就職（再任用フルタイム）した場合、年金の停止はいくらから影響があります

か。 

Ｑ９．給与所得以外に不動産所得がありますが、年金は支給停止になりますか。 

Ｑ10. 現在、民間の会社に再就職し、厚生年金に加入しています。年金の一部が支給停 

止されていますが、退職した場合の年金はどうなりますか。 

Ｑ11．年金から退職一時金の返還がされていますが、どうしてですか。 

Ｑ12．住所を変更したい。 

Ｑ13．年金の源泉徴収票をなくしたので再交付してほしい。 

Ｑ14．扶養親族等申告書の用紙をなくしたので再交付してほしい。 
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Ａ．加給年金額対象者が老齢厚生年金（加入期間が 20 年以上の場合に限る。）又は障害の

年金を受給する場合は、加給年金額が支給停止になります。「老齢・障害給付加給年金

額支給停止事由該当届」を提出してください。（公立学校共済組合本部のホームページ

でダウンロードできます。） 

なお、報告が遅れた場合は年金に過払いが生じて、過払い分の精算が行われることが

あります。 

 

 
Ａ．次に該当する方が対象になります。 

① 控除対象となる配偶者がいる。 

② 受給者本人が障害者である。 

③ 控除対象となる扶養親族（16 歳以上）がいる。 

④ 扶養親族（16 歳未満）がいる。 

⑤ 受給者本人が寡婦である。 

⑥ 受給者本人がひとり親である。 

 

 

Ａ．確定申告により精算してください。 

 

Ａ．確定申告により精算してください。 

 

 
Ａ．給与と年金の両方に申告書を提出することになります。ただし、扶養控除対象者の申

告はいずれか一方にしてください。 

  

（２）退職後の健康保険制度関係 

 
Ａ．退職直前の組合員期間が引き続いて１年１日以上あった組合員の方が、希望により、

退職後２年間は在職中とほぼ同じ短期給付が受けられる制度です。（資料 P.51～54） 

 

Ａ．下図の組合員期間①については、退職日①の時点で組合員期間が引き続いて１年１日

以上あるので、任意継続組合員制度に加入できます。組合員期間②の場合は、退職日

Ｑ15．配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金を受給しています。このたび

配偶者が自身の年金を受給することとなりましたが、どんな手続きが必要です

か。 

Ｑ16．扶養親族等申告書の提出が必要な該当者はどのような方ですか。 

Ｑ17．Ｑ16 の扶養親族等申告書の提出が必要な方に該当しますが、申告書の提出を忘れ

ていました。どうすればいいですか。 

Ｑ18．扶養親族等申告書の申告内容を誤った、又は年度途中で変更が生じた場合はどう

すればいいですか。 

Ｑ19．給与所得がありますが、年金でも扶養親族等申告書を提出するのですか。 

Ｑ20．任意継続組合員制度とは、そもそも何ですか。 

Ｑ21．私は組合員期間の合計が３８年間あります。任意継続組合員制度に加入できます

か。 
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②の時点で組合員期間が引き続いて１年１日未満であるため、任意継続組合員には加

入できません。 

 

 

Ａ．定年退職の場合と同様に、再任用フルタイム勤務終了後、最大２年間は任意継続組合

員制度に加入できます。 

ただし、「定年退職後、間を空けて、再任用フルタイムとして勤務した」という場合は、

再任用フルタイムとなってからの組合員期間が１年１日以上なければ、加入要件を満

たさないため、任意継続組合員制度に加入することはできませんのでご注意ください。

臨時的任用職員、会計年度任用職員についても同様です。 

 

 

Ａ．任意継続組合員の資格喪失と、掛金の還付の手続きが必要です。提出書類等をご案内

しますので、臨時的任用職員に採用されることになった場合は、公立学校共済組合長

崎支部までご連絡ください。 

  臨時的任用職員として勤務する期間が、引き続いて１年１日以上ある場合は、臨時的

任用職員の任用が終了後、再度、任意継続組合員制度に加入できます。この事例では、

臨時的任用職員として勤務する期間が１年１日未満ですので、再加入できません。 

 

 
Ａ．退職した日から２０日以内に所属所長を経由して、「任意継続組合員申出書」を提出し、

「任意継続掛金」を納入することです。令和６年３月３１日退職の場合は、令和６年

４月１９日（金）が申出書の提出と掛金の納入期限となります。 

 

 
Ａ．令和４年度の定年退職者の場合、多くの方が年額約５３万円となりました。掛金額の

決定方法については、資料 52 ページに掲載しています。 

  なお、毎年度掛金率が変動するため、年度によって多少の増減があります。 

 

S60.4.1

37年
組合員期間①

空⽩期間
１年

組合員期間②

R4.3.31 R5.4.1 R6.3.31

資格取得⽇① 退職⽇① 資格取得⽇② 退職⽇②
任意継続：可 任意継続：不可

Ｑ22．再任用フルタイムや臨時的任用職員での勤務が終了した後、引き続き任意継続組

合員制度に加入できますか。 

Ｑ23．令和６年３月３１日に退職し、任意継続組合員になる予定です。令和６年５月１

日から令和６年７月３１日までの予定で臨時的任用職員として勤務することにな

った場合、任意継続組合員の手続きは何か必要ですか。 

また、臨時的任用職員の任用終了後、再度、任意継続組合員制度に加入できます

か。 

Ｑ24．任意継続組合員制度に加入するうえで注意すべきことは何ですか。 

Ｑ25．任意継続掛金は、いくらぐらいですか。 
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Ａ．任意継続組合員制度は最長２年間加入できる制度ですが、１年目と２年目で国民健康

保険と掛金（保険料）で比較した場合、次のような傾向になります。（注） 

 

 （１年目） 

国民健康保険の保険料は前年の収入により計算します。退職後１年目の保険料は在

職中の給料で計算するため、かなり高くなります。一方、任意継続組合員制度は国民

健康保険と比較すると掛金（保険料）が安く、給付が手厚くなっています。 

 

（２年目） 

国民健康保険の保険料は退職した後の収入で計算することになりますので、１年目

よりも安くなります。任意継続掛金は掛金率により多少の変動はありますが、１年目

と大きな差はありません。 

（注）国民健康保険の保険料は、居住地の市区町村役場にお尋ねください。 

 

 

Ａ．ご本人のみの掛金の支払いで、被扶養者分も給付が受けられます。認定要件を満たす

被扶養者には、任意継続組合員被扶養者証を交付します。 

 

 

Ａ．夫婦ともに組合員で同時に退職する場合、どちらかが被扶養者の要件（資料 P.51）

を満たしていれば、片方が任意継続組合員制度に加入し、配偶者を任意継続組合員の

被扶養者として認定することができます。 

  被扶養者認定の手続きとしては、退職後３０日以内に「被扶養者申告書」等関係書類

を支部へ提出してください。（申告書の様式は当支部のホームページでダウンロード

できます。添付する書類については、支部へお問い合わせください。） 

 

 

Ａ．引き続き共済組合に加入します。 

  ただし、期間を空けて臨時的任用職員等となる場合は、いったん組合員としての資格

を喪失する場合がありますのでご注意ください。（資料 P.58） 

 

 
Ａ．再任用短時間（週 20 時間未満勤務）の場合は、「任意継続組合員制度に加入」または

「国民健康保険に加入」のいずれかの選択となります。 

 

 

Ｑ26．任意継続組合員制度は、国民健康保険と比較した場合どういう違いがあります

か。 

Ｑ27．任意継続組合員制度に加入する場合、被扶養者分の掛金の支払いも必要ですか。

保険証（被扶養者証）は、どうなりますか。 

Ｑ28．夫婦とも教職員で同時に退職しますが、任意継続組合員制度はそれぞれ加入が必

要ですか。 

Ｑ29．再任用フルタイムや臨時的任用職員や会計年度任用職員の場合、健康保険はどう

なりますか。 

Ｑ30．再任用短時間（週 20 時間未満勤務）の場合は、健康保険はどうなりますか。 
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Ａ．共済組合関係（任意継続に加入している場合）・・・・（資料 P.64～65） 

互助組合関係（退職互助部に加入している場合）・・・（資料 P.75） 

を参照してください。 

 

 

Ａ．組合員資格が継続する場合、または臨時的任用職員等で４月中に再度組合員資格を取

得し、おおむね１年間の雇用期間が見込まれる場合のみ、受診対象年齢（62 歳）で受

診することができます。 

再任用短時間勤務（週 20 時間未満勤務）の方は共済組合の人間ドックの対象になりま

せんが、任意継続組合員制度に加入している場合は、特定健康診査（資料 P.63）を受

診することができます。また、退職互助部に加入している方は、年度 1.5 万円を限度

に検（健）診・ドック補助（資料 P.77）を利用することができます。 

 

 

 

（３）互助組合関係 

 

Ａ．年度末退職者にかかる書類は、１月～３月に提出してください。３月末までに受付し

た給付金は、５月１０日頃に指定送金先へ送金します。 

 

 
Ａ．退職慰労金の給付額は定額ではなく、退職までに納めてきた互助掛金を基に、一定の

計算方式で算定します。 

採用日が同じでも給料の月額が違う場合や在会年数の違いによって、算定の基礎とな

る互助掛金の累計額が異なるため、給付決定額が人によって異なります。また、貸付

未償還金や退職互助部の一時払い掛金（掛金残金）がある場合は、退職慰労金給付額

から差し引かれます。 

 

 
Ａ．該当になるのは在会２５年以上で、その間、一度も結婚されていない方です。過去に

結婚歴がある方は該当とはなりません。 

 

 
Ａ．大学などへの異動により組合員でなかった期間はカウントできません。互助組合員で

ある期間だけを足して計算してください。 

 

Ｑ31．本人や被扶養者が負傷したり、死亡した場合、どのような手続きが必要ですか。 

Ｑ32．再任用フルタイムや臨時的任用職員や会計年度任用職員となった場合、共済組合

の人間ドックは何歳まで受けられますか。 

Ｑ33．今年度退職の予定ですが、退職慰労金請求書はいつ頃提出したらよいですか。ま

た、給付金はいつ頃給付になりますか。 

Ｑ34．退職慰労金の給付金額はどれくらいでしょうか。 

Ｑ35．退職時に結婚していなければ、退職特別給付金の該当となるのでしょうか。 

Ｑ36．大学などへの異動で、組合員でない期間も在会年数にカウントしていいですか。 
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Ａ．退職組合員とその配偶者の退職後の生活をサポートする制度で、増加する医療費の補

助を中心に福利厚生事業を行うことを目的に、昭和４８年に創設された制度です。退

職後の医療費や検診費用に対して、終身にわたって補助を受けることができます。 

 

 

Ａ．給料月額等が７割措置後も掛金を納めていただく必要がある方は、６０歳に達した年

度末時点の「給料月額×残回数」を納入していただきます。ただし、７割措置後の給

料月額を基に給料から掛金が控除されますので、退職時にその差額を納入していただ

くことになります。（72 ページ） 

 

 
Ａ．令和５年４月から退職時掛金一括納入制度が導入され、退職時に規定の掛金額を一括

納入することで、退職互助部へ加入し、 退職組合員の資格を取得することができま

す。（73 ページ） 

 

 
Ａ．現職組合員（本人）が退職互助部へ加入していれば、配偶者を追加加入させることが

できます。ただし、現職組合員(本人)の退職前に限ります。「現職加入配偶者加入申

込書」（様式退第 10 号）を互助組合へ提出してください。配偶者の掛金は翌月あるい

は翌々月から給与控除となります。 

 

 

Ａ．再任用フルタイム中に、新たに退職互助部へ加入することや配偶者を追加加入させる

ことはできません。 

 

 
Ａ．住所登録は、住民票のある海外または、国内にある連絡可能な場所（親族等）としてく

ださい。海外への発送はできません。 

給付金の種類 給 付 内 容 

医療補助金 規定により、海外在住期間中は、対象外となります。 

弔慰金 対象です。送金先は、国内金融機関口座となります。 

長寿祝金 対象です。送金先は、国内金融機関口座となります。 

宿泊補助 対象ですが、補助券の送付先は、国内に限ります。 

検（健）診・ドック補助 対象ですが、国内で受診したものに限ります。 

福祉給付金 国の福祉医療制度が、海外在住者を対象としないため、対

象外となります。 

ふるさと便り、広報誌の発行

（発送） 

海外への送付はできません。 

Ｑ37．退職互助部とはどのような制度ですか。 

Ｑ38．定年延長に伴い、６０歳以降も現職となりますが、退職互助部の掛金はどうなり

ますか。（６０歳に達した年度末時点で掛金の残額がある場合） 

Ｑ39．退職時に退職互助部へ加入することはできますか。（現職中は未加入） 

Ｑ40．配偶者を退職互助部へ追加加入させることはできますか。 

Ｑ41．再任用フルタイム中に新たに退職互助部へ加入することはできますか？また、配

偶者を退職互助部へ追加加入させることはできますか。 

Ｑ42．退職後、海外に住む予定ですが、退職互助部事業はどうなりますか。 
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Ａ．令和４年度は、約 5,200 名の退職組合員に対し、約 69,600 件、約 1 億 7 千万円を給付

しました。受給者一人あたりの給付額の平均は、約 33,000 円でした。 

 

 
Ａ．退職者の方（退職後再任用フルタイムをする方も含む）は必ず「退職慰労金請求書」を

提出する必要があります。（記入例 70 ページ） 

また、退職互助部加入者で退職互助部の事業を受ける方は、「退職互助部資格取得届」

を提出していただきますが、配偶者も退職互助部に加入している場合、本人と配偶者

それぞれ別葉で記入し提出が必要です。（記入例 74 ページ） 

退職者の状況により提出書類が異なりますので、１２月に所属長宛に通知する「退職

にかかる関係書類の提出について」、広報紙、ホームページで確認のうえ提出してくだ

さい。 

 

Ｑ43．医療補助金の給付状況を知りたい。 

Ｑ44．互助組合の退職事務で注意すべきことは何ですか。 
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